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５
月
５
日

「
大
阪
府
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
対
策
本
部
会

議
」
に
て
学
校

は
引
き
続
き
５

月
31
日
ま
で
休

校
、
11
日
か
ら
は
週
１
～
２

回
の
登
校
日
を
設
け
る
と
発

表
さ
れ
た
▼
児
童
生
徒
の
心

身
の
健
康
観
察
や
生
活
習

慣
、
学
習
状
況
を
把
握
し
、

再
開
後
の
教
育
活
動
を
円
滑

に
実
施
す
る
た
め
に
登
校
日

を
設
定
。
分
散
登
校
と
し
１

教
室
当
た
り
10
～
15
人
、
滞

在
時
間
は
２
時
間
な
ど
、
専

門
家
の
意
見
を
取
り
入
れ
た

感
染
防
止
策
が
徹
底
さ
れ
る

と
い
う
▼
ま
た
、
新
入
生
は

学
校
に
慣
れ
る
た
め
の
工

夫
、
最
終
学
年
に
つ
い
て
は

進
路
に
係
る
不
安
に
配
慮

し
、
丁
寧
な
対
応
を
お
こ
な

う
方
針
と
の
こ
と
。
大
阪
府

の
「
中
学
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
テ

ス
ト
」
に
つ
い
て
は
中
止
が

決
定
さ
れ
た
▼
学
校
が
臨
時

休
校
と
な
っ
て
３
ヶ
月
に
な

る
が
、
登
校
日
が
設
け
ら

れ
、
私
の
子
ど
も
も
登
校
日

が
設
定
さ
れ
登
校
し
始
め

た
。
先
生
や
友
達
に
会
え
る

の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
の

で
は
と
も
思
う
反
面
、
感
染

の
リ
ス
ク
が
増
え
る
の
で
は

な
い
か
と
心
配
も
あ
る
▼
吉

村
知
事
は
、
子
ど
も
た
ち
の

心
身
の
ケ
ア
や
学
校
再
開
が

円
滑
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う

に
期
待
し
て
い
る
と
会
議
で

話
し
た
そ
う
だ
が
、
引
き
続

き
、
緊
急
事
態
に
備
え
た
体

制
づ
く
り
と
そ
の
弊
害
と
な

る
条
例
等
の
改
廃
を
検
討
し

て
も
ら
い
た
い
。 

（
Ｍ
）

　まず労働組
合への加入から　

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
保

健
所
、
府
立
病
院
、
大
阪
健

康
安
全
基
盤
研
究
所
、
危
機

管
理
室
（
軽
症
者
療
養
ホ
テ

ル
）、
健
康
医
療
部
、
商
工

労
働
部
な
ど
で
は
、
応
援
も

含
め
て
職
員
が
最
前
線
で
奮

闘
し
て
い
ま
す
。
密
を
避
け

る
た
め
の
在
宅
勤
務
が
進
め

ら
れ
る
一
方
で
、
保
健
所
で

は
感
染
症
チ
ー
ム
の
保
健
師

が
休
み
な
く
長
時
間
労
働
を

染
症
や
自
然
災
害
が
発
生
す

る
こ
と
も
十
分
に
想
定
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

大
切
な
の
は
公
衆

衛
生
と
医
療
の
充
実

―
橋
下
元
知
事
も
　

「
見
直
し
必
要
」

　

大
阪
府
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
対
策
本
部
会
議
（
５
月

５
日
）
後
の
会
見
で
も
吉
村

知
事
は
「
大
事
な
の
は
、
こ

れ
か
ら
ま
た
、
第
二
、
第
三

の
波
が
来
る
可
能
性
が
非
常

に
高
い
、
い
つ
来
て
も
お
か

し
く
な
い
と
い
う
の
が
ど
の

専
門
家
も
共
通
し
た
意
見
で

す
」「
大
事
な
の
は
医
療
の

キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
と
（
感
染
者

が
）
ど
れ
だ
け
伸
び
て
い
る

か
と
い
う
把
握
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
の
ウ
イ
ル
ス
が
怖
い

の
は
一
回
、
指
数
関
数
的
に

伸
び
て
い
っ
た
ら
、
ど
れ
だ

け
病
床
が
あ
っ
て
も
足
り
な

い
と
い
う
状
況
に
な
り
ま

す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
橋

下
元
知
事
も
４
月
３
日
の
ツ

イ
ッ
タ
ー
で
「
大
阪
府
知
事

時
代
、
大
阪
市
長
時
代
に
徹

底
的
な
改
革
を
断
行
し
、
有

事
の
今
、
現
場
を
疲
弊
さ
せ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」

「
見
直
し
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。今

こ
そ
公
的
医
療
の

強
化
が
必
要

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
大
規
模
な
院
内
感
染

が
発
生
し
、
患
者
や
職
員
ら

約
１
３
０
人
の
感
染
が
明
ら

か
に
な
っ
た
「
な
み
は
や
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
」

（
大
阪
市
生
野
区
）
で
は
、

陽
性
と
判
定
さ
れ
た
看
護
師

が
夜
勤
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
、
深
刻
な
看
護

師
不
足
の
実
態
も
指
摘
さ
れ

　

吉
村
知
事
は
出
演
し
た
テ

レ
ビ
番
組
等
で
「
民
間
病
院

の
協
力
」
を
強
調
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
ま
で
進
め
て
き

た
公
立
病
院
の
独
立
行
政
法

人
化
や
民
営
化
、
統
廃
合
で

は
な
く
、
公
立
病
院
の
充
実

・
強
化
こ
そ
が
求
め
ら
れ
ま

す
。府

民
の
い
の
ち
と
健
康
を

守
る
た
め
の
体
制
強
化
を

　

い
ま
大
切
な
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
◦
保
健
所
の
削

減
、
保
健
師
と
保
健
所
職
員

の
削
減
、
◦
保
健
所
業
務
の

縦
割
り
化
、
◦
府
立
病
院
の

独
立
行
政
法
人
化
、
非
公
務

員
型
へ
の
移
行
、
◦
公
衆
衛

生
研
究
所
の
独
立
行
政
法
人

化
と
環
境
科
学
研
究
所
（
大

阪
市
）
と
の
統
合
、
◦
職
員

基
本
条
例
、
職
員
数
管
理
目

標
に
よ
る
職
員
削
減
な
ど
に

つ
い
て
あ
ら
た
め
て
見
直

し
、
全
国
に
誇
れ
る
感
染
症

対
策
、
公
衆
衛
生
と
医
療
を

充
実
さ
せ
る
「
大
阪
モ
デ

ル
」
を
作
る
た
め
、
ふ
さ
わ

し
い
体
制
強
化
を
す
る
こ
と

で
す
。

　

府
職
労
は
、
感
染
症
の
蔓

延
や
災
害
等
の
発
生
時
で
あ

っ
て
も
、
府
民
の
い
の
ち
と

健
康
、
安
全
・
安
心
を
守
る

こ
と
の
で
き
る
体
制
を
つ
く

る
た
め
、
引
き
続
き
、
保
健

師
と
保
健
所
職
員
増
、
府
立

病
院
と
大
阪
健
康
安
全
基
盤

研
究
所
の
体
制
強
化
・
府
直

営
化
、
職
員
基
本
条
例
と
職

員
数
管
理
目
標
の
見
直
し
と

職
員
増
を
求
め
て
取
り
組
み

を
進
め
ま
す
。

「
府
民
の
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
最
前
線

か
ら
―
保
健
師
と
看
護
師
の
勤
務
実
態
」

を
２
～
３
面
に
掲
載
し
て
い
ま
す　
　

新型コロナ陽性での
宿泊施設・自宅療養も入院扱いに

自治労連共済
からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症で「陽性」となり、宿
泊施設・自宅療養の場合でも「入院」の扱いになり
ます。
　医師の診断があれば、その期間を「不慮の事故」
の「入院」として取り扱い、共済金が支払われま
す。「不慮の事故」扱いですので、病気扱いよりも
高い金額になります。また、新型コロナウイルス感
染は、健康告知に該当しませんので、共済金の請求
をした場合であっても、今後の型上げ等は可能で
す。詳細は府職労本部までお尋ねください。

（※）

強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
府
立

病
院
の
コ
ロ
ナ
病
棟
で
は
、

府
の
要
請
に
も
と
づ
き
病
床

を
拡
大
し
、
限
ら
れ
た
ス
タ

ッ
フ
の
も
と
、
看
護
師
の
夜

勤
回
数
が
増
加
す
る
状
況
も

続
い
て
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

完
全
な
終
息
は
不
可
能
で
あ

り
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の

共
存
を
可
能
に
す
る
こ
と
が

必
要
と
の
見
解
も
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
新
た
な
感

て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省

に
よ
る
と
、

２
０
２
５
年

に
は
看
護
職

員
（
看
護

師
、
准
看
護

師
、
保
健

師
、
助
産

師
）
が
大
幅

に
不
足
し
、

中
で
も
大
阪

府
は
神
奈
川

県
に
次
い
で

充
足
率
は
74

・
８
％
と
な

り
、
約
３
万

６
千
人
不
足

す
る
と
推
計

し
て
い
ま

す
。

　

５
月
４
日
、
安
倍
首
相
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
に
伴
う
緊
急
事
態
宣
言
を
５
月
31
日
ま

で
延
長
す
る
と
表
明
し
「
現
時
点
で
は
感
染
者
の
減

少
が
十
分
な
レ
ベ
ル
と
は
言
え
な
い
」「
医
療
現
場

の
逼
迫
し
た
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
は
１
ヶ
月
程

度
の
期
間
が
必
要
で
あ
る
」
な
ど
と
説
明
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
、
吉
村
知
事
は
「
出
口
戦
略
、
基

準
を
セ
ッ
ト
で
明
示
す
る
べ
き
」
と
し
て
「
府
独
自

の
基
準
に
基
づ
く
自
粛
要
請
・
解
除
及
び
対
策
の
基

本
的
な
考
え
方
（
大
阪
モ
デ
ル
）」（
※
）
を
発
表
し

ま
し
た
。

公衆衛生・医療充実の「大阪モデル」に
職員基本条例、職員数管理目標を見直し、保健師と府職員増
府立病院と大阪健康安全基盤研究所の体制強化・府直営化

必要なのは

「第二・第三の波」、あらゆる健康危機に備え
て


